
北朝鮮ミサイル発射予告に伴う
市町村等連絡調整会議

【日時】平成2８年2月４日（木）16：00～
【場所】災害対策本部室、各総合事務所他
【参集範囲】

各総合事務所、各市町村危機管理担当課、各消防局の担当課等
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【内容】
■ 副局長あいさつ
１ 経過及び現状

（１）事案の概要
（２）国の対応

２ 県の対応方針（案）
（１）各部局の業務
（２）情報収集・連絡調整
（３）住民への広報内容

３ 市町村等への依頼事項

【目的】
情報共有と今後の対応の確認
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■北朝鮮の衛星打ち上げに関する発表

○船舶関係

日本航行警報（平成28年２月３日 10時） 海上保安庁

黄海、東シナ海及びルソン島東、ロケット部品落下に伴う航行危険区域設定

２月８日～２５日 ７時３０分～１２時３０分 （日本時間）

○航空関係

情報提供（平成28年２月３日） 国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）

黄海及びフィリピン東方海域 地球観測衛星打上げに伴う落下区域設定

２月８日～２５日 ７時３０分～１２時３０分 （日本時間）

航空機運航者に対して注意喚起を実施

１ 経過及び現状 （１）事案の概要
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航行警報
■黄海、東シナ海及びルソン島東、ロケット部
品落下に伴う危険区域設定

■２月７日－２４日２２３０Ｚ－翌日０３３０Ｚ

＊日本時間：２月８日－２５日０７３０－１２３０

航行危険区域

※海上保安庁ＨＰを用いて作成

１ 経過及び現状 （１）事案の概要
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■内閣総理大臣指示（２月３日）

総理指示

北朝鮮による「人工衛星」と称する弾道ミサイル発射の国際機関
への通報に関し、以下のとおり指示する。

○ 関係省庁間で協力し、情報の収集・分析に万全を期すこと。

○ 米国や韓国等関係諸国と連携し、北朝鮮が発射を行わない

よう、強く自制を求めること。

○ 不測の事態にも備えるなど、国民の安全・安心の確保に万全

を期すこと。

１ 経過及び現状 （２）国の対応
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国からの対応通知（Ｈ２８．１．２９内閣官房副長官補等及び消防庁国民保護室長の通知）

■ 北朝鮮情勢を踏まえた危機管理対応に係る情報伝達について

北朝鮮によりミサイルが発射されて日本に影響がある場合には、緊急情報ネッ
トワークシステム（エムネット）を、さらに、関係する地域に対しては併せて全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）も使用して情報伝達することとしている。

■ 北朝鮮情勢を踏まえた危機管理対応に係る情報伝達体制等について

１ J アラート等による情報伝達体制

（１） 確実な受信体制

内閣官房からのエムネット、Ｊアラート及び消防庁からの防災行政無線FAX等により

伝達される情報を確実に受信できる体制をとること。

（２） 住民に対する情報伝達体制

各市町村が取得した情報をＪアラートの自動起動による放送等により確実に住民に

伝達するとともに、補完としてエムネット及び防災行政無線FAX等の情報に基づき住民

に伝達できる体制を整えておくこと。

１経過及び現状 （２）国の対応
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国からの対応通知（続き１）

２ 都道府県及び市町村における防災・危機管理体制の確認

① 都道府県及び市区町村における休日・夜間を含む情報収集・報告態勢等の防災・

危機管理体制について点検を行い、緊急時の情報収集・伝達等に万全を期するこ

と。

② 消防、自衛隊、警察、海上保安庁等関係機関との緊密な連絡を確保すること。

１ 経過及び現状 （２）国の対応
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１ 経過及び現状 （２）国の対応

■消防機関等における体制 （Ｈ２８．２．３ 消防庁国民保護防災部長通知抜粋）
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■国からの情報伝達 （Ｈ２８．２．３ 消防庁国民保護防災部長通知抜粋）

（１）基本的考え方

①Ｊアラートは、一刻を争う住民への直接の警報の伝達を行う場合

②エムネットは、幅広く情報提供をする場合

（２）ミサイルが発射された場合の情報伝達

表１ 個別の場合の情報伝達内容

表２ Ｊアラート送信ブロック

１ 経過及び現状 （２）国の対応
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表１ 個別の場合の情報伝達内容
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表２ Ｊアラート送信ブロック
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※ 住民まで緊急に情報を伝達する必要がある場合には、該当する地域に情報伝達されるが、

その他の場合は県・市町村庁舎までの情報伝達に止まる。

緊急に情報伝達する必要がある場合その他の場合
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２ 県の対応方針（案） （１）各部局の業務
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危機管理局 ・国・市町村・関係機関（自衛隊・海上保安庁・警察・消防）との連絡調整

・情報の収集、集約及び伝達

・住民広報（元気づくり総本部と共同）

観光交流局 ・アシアナ航空の注意喚起及び着弾等後の安否確認

商工労働部 ・ＤＢＳクルーズの注意喚起及び着弾等後の安否確認

農林水産部 ・落下区域操業予定の漁船の把握及び着弾等後の安否確認

・漁協、漁船関係者への注意喚起

教育委員会 ・海洋練習船の航行状況の把握及び着弾等後の安否確認

共　通 ・万万が一の場合、各種行事開催時の屋内退避等の呼びかけ準備

・万万が一、県内に着弾した場合の対応準備



１ これまでの対応

（１）情報連絡室の設置

２月３日、官邸においては、危機管理センターに設置している「北朝鮮による核実験実施情報に

関する官邸対策室」を「北朝鮮情勢に関する官邸対策室」に改称して情報を集約し、内閣危機管理

監等の下で関係省庁局長会議を開催し対応について協議

同日、消防庁においても、「消防庁第１次情報連絡室」を「消防庁緊急事態連絡室」に改組し、

情報収集を継続中

県危機管理局では、平成２７年２月４日より「情報連絡室」を設置しており、情報収集等を継続中

（２）通信伝達手段の確認

① エムネットの導通試験（全国）を毎月実施

② Jアラートについては、平成２７年１１月２５日の全国一斉訓練で鳥取県、

県内市町村に不具合なし。

③ Jアラート、エムネットの点検について実施依頼

→２月３日までに確認

２ 県の対応方針（案） （２）情報収集・連絡調整
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２ 今後の対応

（１）市町村・関係機関との連携

市町村等には２月３日の委員会の模様を衛星テレビにより配信し情報共有

（２）情報の伝達に万全を期すため３手段を確保

■エムネット 国→県・市町村・消防局等への情報伝達（メールによる添付ファイル送付）

※ エムネット全市町村、全消防局導入済

■Ｊアラート 国→県・市町村への情報伝達（文字・音声の送信）

※ 防災行政無線を通じて自動放送（安全な場合には、Ｊアラートを経由した防災行政無線は流れません。）

※ 全市町村導入済み

■消防防災無線ＦＡＸ 国→県→市町村・消防局等への情報伝達

（３）住民等への情報提供

・県ホームページ（携帯電話用も含む。）、あんしんトリピーメール、トリッター （ツイッター）、

フェイスブック、災害情報ダイヤル（電話0857-26-8100）による情報提供

・報道機関、市町村を通じた情報提供

２ 県の対応方針（案） （２）情報収集・連絡調整
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【発射直後の国民・自治体・報道機関等への情報伝達経路】

鳥取県

鳥取県の

住民指定地方
公共機関

市町村・
消防局

報道機関

政府の官邸危機
管理センター

エムネット（メール添
付ファイルのイメー

ジ）

消防防災無線のＦＡＸ

輸送、医療、報道機関等

エムネット一部導入済

Jアラート＋防災行
政無線（文字→音声）

Ｊアラートは

東部、西部消防局導入済

エムネットは全消防局導入済

災害情報ダイヤル

あんしんトリピ－メール・
ホームページ・ツイッ
ター・フェイスブック

緊急速報（エリア）
エール（自動）
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２ 県の対応方針（案） （３）住民への事前広報内容

〈北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射予告に伴う対応〉 《資料１参照》

● 北朝鮮が設定した落下区域等を考慮すると、我が国領域内に落下するケースは、通

常は起こりません。北朝鮮が発射に関し事前通報している時間帯においても、平常通り

の生活・業務を続けてください。

● ミサイル発射により、通常は起こりませんが、異常飛翔により、本県への影響が考え

られる場合のみ、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を経由して防災行政無線で情

報が伝達されます。

（安全な場合には、Ｊアラートを経由した防災行政無線は流れません。）

● 北朝鮮がミサイルを発射した場合、テレビ・ラジオの情報にも注意するとともに、落下

物らしき物を発見した場合には、危険ですので、決して近寄らず、警察・消防等に連絡し

てください。

● 船舶の運航者は、２月８日から２５日までの午前７時３０分から１２時３０分までの間

（日本時間）、設定された落下区域に入ることは控え、注意して航行してください。

※ エムネット等により国から伝達された情報については、必要に応じてとりネット等

を通じて住民に情報提供する。
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３ 市町村等への依頼事項

１ 住民等への広報関連（市町村）

● 北朝鮮がミサイル発射を事前通報している期間・時間帯（前後を含む。）に

おける情報連絡体制の保持

● 住民への事前広報の実施（原則、県と共通の広報内容）

● ミサイルが異常飛翔した場合で、Ｊアラートの万が一の不具合で防災行政

無線が自動起動しない場合に、防災行政無線による住民への広報

併せて伝達訓練の実施

● 万万が一落下した場合の位置確認及び被害状況の把握・通報、立入り禁止

措置の実施

● ミサイルが発射されたが、落下せずかつ被害もなかった場合の安全広報の

実施
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３ 市町村等への依頼事項

２ 情報伝達機器の設定確認、再点検の実施（市町村、消防局）

① エムネット、Ｊアラートの設定確認

② エムネット、Ｊアラートを含む情報伝達機器の再点検

③ 情報伝達体制の確認

※２月３日までに実施済

３ 情報伝達機器の導通試験等の実施（市町村、消防局）

① エムネットの導通試験の実施 《資料２参照》

２月５日（金） １０時

② Ｊアラートの情報伝達訓練の実施

２月５日（金） １１時

＊沖縄県内の全市町村が対象

鳥取県を含む他の県等については受信確認のみ実施

※上記訓練等に併せて、対応訓練をお願いします。 22



３ 市町村等への依頼事項

４ 対応体制の整備（市町村）

万万が一の場合、ミサイルが落下した場合等に対応できる体制の整備

５ 消防庁依頼事項の報告 （市町村）

（１）Ｊアラート情報の住民への情報提供の状況報告

ミサイルが異常飛翔し、Ｊアラートにより情報伝達があった場

合、次により、Ｊアラートの作動状況をメールで報告。

◆「Ｊアラートの作動状況調査表（速報用）」⇒Ｊアラート情報受信後３０分以内

◆「Ｊアラートの作動状況調査表（詳細用）」⇒Ｊアラート情報受信翌日の１０時迄

※ 複数回情報伝達があった場合は、それぞれの情報ごとに報告

報告内容は、消防庁から公表されることがある。
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３ 市町村等への依頼事項

（２）被害状況の報告 《資料３参照》

万万が一ミサイルが落下した場合は、通常の自然災害に準じて、火災・災害

等即報要領に基づく様式第３号により、総合事務所等を経由して、速やかに報

告。

（３）ジメチルヒドラジンの性状及び対応上の留意点 《資料４参照》

（参考：前回H24.12）

６ 緊急消防援助隊の出動態勢等の確認等（消防局）

（１） 緊急消防援助隊の出動態勢や相互応援態勢の確認、資機材の再点検

（２） 万万が一、ミサイルの一部が落下した場合、ジメチルヒドラジン等の有害

物質が含まれていることが想定されるので、消防活動の際には必要な対処を

することが必要
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